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日本国及びウズベキスタン共和国の間の 

次世代のための拡大された戦略的パートナーシップに関する共同声明 

 

高市早苗日本国総理大臣の招待により、シャフカット・ミルジヨーエフ・ウズ

ベキスタン共和国大統領は、２０２５年１２月１９日から２０日まで日本を公

式訪問した。 

温かく友好的な雰囲気の中で行われた会談において、高市早苗日本国総理大

臣とシャフカット・ミルジヨーエフ・ウズベキスタン共和国大統領（以下「双方」

という。）は、政治、貿易、経済、文化、人的交流分野における戦略的パートナ

ーシップの現状及び更なる発展の見通し並びにこれらの分野において具体的な

成果を上げる方法を議論し、共通の関心である関連する地域的・国際的問題につ

いて意見交換を行った。 

議題として議論された全ての問題に関する両国の見解が近似・類似している

ことを、満足をもって留意し、 

緊密な歴史的・文化的繋がりに基づく友好的な関係が高い水準にあることを

認識し、 

世界における現在の困難な地政学的状況に鑑み、中央アジア地域の地政学的

重要性が増大しているとの認識を共有するとともに、法の支配に基づく自由で

開かれた国際秩序の維持・強化することの重要性を強調し、 

両国間でこれまでに達成された幅広い多面的な協力、強固かつ長期的な戦略

的パートナーシップ及び署名された二国間文書に基づき、 

両国間の相互連携の強化に向けた具体的プロジェクトを推進することにより、

グリーン・強靱化、コネクティビティ及び人づくりという重点協力３分野におい

て、次世代のための長期的かつ建設的で互恵的な協力を共創することを目指し、 

双方は、相互信頼と互いの利益の尊重と配慮に基づき、次世代のための拡大さ

れた戦略的パートナーシップの更なる発展を共同で発表した。 

この戦略的パートナーシップには、以下の分野における互恵的な目標達成に

向けた協力強化が含まれる： 

 

政治、安全保障及び議会間協力の分野において 

１ 双方は、戦略的パートナーシップの漸進的発展に向けた継続的な政治対話

の重要性を強調し、あらゆるレベルにおける信頼に基づく建設的な対話の更な

る拡大を支持した。 

２ 双方は、幅広い二国間の議題及び地域・国際問題に関する積極的な交流と定

期的な協議の重要性を確認し、戦略的パートナーシップの達成されたレベルを

踏まえ、外相レベルを含む様々なレベルにおける戦略的視点からの対話を活性
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化させることで一致した。この点に関し、双方は、本年８月にウズベキスタンで

開催された第１回日本・ウズベキスタン外相戦略対話の成果を高く評価した。 

３ 双方は、アフガニスタンに関する定期的な二国間協議を継続することの重

要性を強調した。 

４ 双方は、国境管理及び法執行機関の能力、情報分析能力、並びに組織間ネッ

トワーク連携の強化を通じ、テロ、暴力的過激主義、薬物の不正取引、組織犯罪、

その他の地域・国際安全保障上の課題・脅威に対抗する重要性を再確認した。こ

の点に関し、双方は、ウズベキスタンを含む中央アジア諸国のテロ対策の支援を

目的とした法の支配に関するワークショップが本年２月に日本で開催されたこ

とを歓迎した。 

５ 双方は、核兵器及びその他の大量破壊兵器のない世界の実現に向けたコミ

ットメントを再確認し、核軍縮・不拡散分野における更なる協力の促進で一致し

た。これに関連して、双方は、国際的な軍縮・不拡散体制の礎石としての核兵器

不拡散条約（ＮＰＴ）の強化へのコミットメントを表明し、グローバルな核不拡

散体制の重要な要素として、中央アジア非核兵器地帯条約の潜在性を最大化し

ようとする中央アジア諸国の尽力を肯定的に留意した。 

６ 双方は、二国間関係の拡大・発展における議会の重要な役割を認識し、共同

の行事や友好連盟の活性化を通じた議会間関係の更なる強化を呼びかけた。こ

の点に関し、双方は、両国国会議員による活発な相互訪問を歓迎した。 

７ 双方は、拡大された戦略的パートナーシップの推進に向けた相互の関心に

基づき、適切な場合には法的制度について検討することを含め、様々な分野にお

ける二国間協力の枠組みを更に改善することの重要性を強調した。双方は、既存

の二国間の枠組みが現代の協力における優先事項を十分に反映させるべく見直

しを行う意義を認識し、日本側は、更新することが有益であり得る条約を近代化

するために協働することの重要性に関するウズベキスタン側の見解に留意した。 

８ 双方は、ウズベキスタンにおける日本人抑留者の埋葬地の調査に向けて引

き続き協力していくことで一致した。 

９ 双方は、協力に関する取決めに基づく当局間の情報交換を含む、法務省・警

察当局間の協力の進展を歓迎した。 

 

 貿易、経済、金融及び投資分野において 

１０ 双方は、日本とウズベキスタンとの間の強固な経済関係及び貿易・投資拡

大に向けた未開拓の大きな潜在的可能性の存在を歓迎した。 

１１ 双方は、新たな機会を特定し、互恵的な協力と持続可能な発展に向けた良

好な環境を創出することにより、二国間貿易の規模及び範囲の拡大が重要であ

ると一致した。双方は、ウズベキスタンで事業を展開する日本企業の急増が更な
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る協力の可能性を示していると強調した。 

１２ ウズベキスタン側は、民間セクターの活性化と国有企業の経営改善を目

的とする２０２４年２月の日本による円借款、及びウズベキスタンの財政健全

化と社会開発強化を目的とする２０２４年８月の円借款を歓迎した。 

１３ ウズベキスタン側は、日本が、官民パートナーシップを含め、保健、クリ

ーンエネルギー、鉱業及びインフラ開発等の主要な社会的に重要なイニシアテ

ィブを支援するウズベキスタンにおけるプロジェクトに対して、ノンソブリン

融資を割り当てたことを歓迎した。この文脈で、ウズベキスタン側は、中小零細

企業の金融アクセスを向上する国際協力機構（ＪＩＣＡ）の新たな海外投融資案

件の開始を歓迎した。 

１４ 双方は、政府開発援助（ＯＤＡ）の重要性を認識し、ＯＤＡがウズベキス

タンの持続可能な社会経済発展に果たす貢献の増大を認識した。 

１５ 双方は、貿易・経済・人的資源開発の促進及び両国における循環型経済モ

デルの実現を目指し、実質的な産業障壁を構成する課題の特定と市場環境の根

本的改善の推進で一致した。 

１６ 双方は、ウズベキスタンのＷＴＯ加盟に関する二国間交渉の成功裏の完

了を歓迎した。日本側は、協力の円滑かつ互恵的な発展を図り、同国の加盟プロ

セスにおいてウズベキスタンを引き続き支持する用意があることを確認した。 

１７ 双方は、産業支援のための援助を継続することで一致し、製造業の発展と

ウズベキスタンの国際競争力強化に向けた産業基準の実施における協力の進展

を歓迎した。 

１８ 双方は、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）及びウズベキスタン共和国投資・

産業・貿易省による２０２４年１月（タシケント）及び２０２４年３月（東京）

におけるビジネスフォーラム、及び２０２４年１０月の日本・ウズベキスタン経

済委員会合同会議の結果を高く評価し、右が両国の貿易、経済及び投資協力に重

要な貢献を果たしたことを確認した。 

１９ 双方は、ＪＩＣＡを含む関係機関やメカニズムを通じた協力の重要性に

留意し、グリーンで強靱な成長、コネクティビティ、人づくりという重点協力３

分野における具体的なプロジェクトを検討することで一致した。 

２０ 双方は、日本企業による医療、化学工業、エネルギー、情報、電気通信及

びデジタル化分野のプロジェクトに対し、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）及び日本貿

易保険（ＮＥＸＩ）が提供する財政支援の重要性を歓迎し、これを認識した。ま

た、ＪＢＩＣとウズベキスタン共和国運輸省との航空通信分野における先進的

な協力、並びにＮＥＸＩとウズベキスタン共和国エネルギー省との脱炭素化及

びエネルギー・トランジション分野における協力を歓迎した。 

２１ 双方は、貿易と投資の促進に向けたＮＥＸＩとＵＺＢＥＫＩＮＶＥＳＴ
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の協力強化を歓迎した。 

２２ 双方は、予測可能で効率的かつ効果的な開発協力の実施に向けた重点協

力３分野に焦点を当てたあり得べき円借款のプロジェクトリストに関する見解

の一致を歓迎した。 

２３ 双方は、スマートシティ開発分野における省庁間文書の署名を歓迎した。 

 

エネルギー及び脱炭素化分野において 

２４ 双方は、２０２４年１月に日本経済産業省とウズベキスタン共和国エネ

ルギー省がエネルギー・トランジションの実現に関する協力覚書に署名したこ

とを歓迎した。双方は、２０２５年９月に開催され、出席者が現実的なエネルギ

ー・トランジション戦略の重要性を強調し、議長サマリーを採択した「中央アジ

ア＋日本」対話・第２回経済・エネルギー対話において発表された中央アジアの

カーボンニュートラルに向けたロードマップを歓迎した。 

２５ 双方は、経済成長、エネルギー安全保障及び脱炭素化を同時に達成するこ

との重要性を認識し、様々な措置を通じて、カーボンニュートラル／ネット・ゼ

ロという共通の目標を追求することで一致した。この文脈において、双方は、ネ

ット・ゼロ達成のためのロードマップ及びその政策提言、並びにエネルギー分野

における民間企業間協力プロジェクトの実施の進展を支持した。 

２６ 双方は、エネルギー効率化に関する重要な政策助言と能力構築を継続的

に提供しているＪＩＣＡの技術協力を確認した。双方は、エネルギー効率化促進

に向けた潜在的な協力プロジェクトを歓迎した。双方は、ネット・ゼロ目標達成

に向けたエネルギー効率・クリーン技術の導入を含む、エネルギー効率化の一層

の改善に向けた経験及びベストプラクティスの交換を歓迎した。 

２７ 双方は、これまでの成功裏の協力実績を踏まえ、シルダリア第２火力発電

所及びナボイ火力発電所３号機の建設を体系的に推進するとともに、風力エネ

ルギープロジェクトや民間プロジェクトとしてあり得べき有望なナボイ火力発

電所４号機の建設における協力や脱炭素化に寄与する電力開発計画に関する共

同研究を含む協力を含め、ウズベキスタンへの安定的なエネルギー供給を確保

することを希求する。 

２８ ウズベキスタンにおけるエネルギー資源需要の増加を踏まえ、日本はエ

ネルギー・トランジションを考慮しつつ、最新技術を活用した最適なエネルギー

供給システムの構築を支援する。この関連で、双方は、国際共同研究プログラム

「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）」の枠組み

において最先端の水素関連技術に関する実証研究及び人材育成を実施する。 

２９ 双方は、二国間クレジット制度及びエネルギー・トランジションの下で具

体的なプロジェクトの開発及び実施のための、公共及び民間官民セクター間の
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協力を奨励するコミットメントを表明し、２０２５年２月に開催された第１回

合同委員会の開催を歓迎した。 

３０ 日本は、パリ協定の枠組みに基づくより正確かつ透明性のある温室効果

ガス排出量に関する報告に向け、温室効果ガス観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ）シリ

ーズを利用し引き続きウズベキスタンと協力していく。 

３１ 双方は、気候の議題に関する地域の対話の深化に向けた重要な前進とし

て、２０２５年４月４日から５日にかけて開催されたサマルカンド第１回気候

フォーラムの結果の意義に留意した。 

 

資源及びサプライチェーン分野において 

３２ 双方は、産業向け重要鉱物の供給が見込まれる有望な地域における地質

探査の実施、鉱山開発に関する既存の協力を歓迎し、重要鉱物サプライチェーン

の分野における互恵的な条件での協力を継続することで一致した。 

３３ 双方は、更なる地質探査の推進及び特定されたウラン資源の開発を含め、

ウラン資源分野において、エネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）及び

その他の組織との互恵的な協力を継続することで一致した。 

３４ 双方は、供給契約の延長を含む、ウズベキスタンから日本への継続的かつ

安定したウランの供給を歓迎した。 

 

農業分野において 

３５ 双方は、バリューチェーン開発、輸出機会の強化及びウズベキスタンの農

畜産業の技術能力向上の分野における協力で一致した。この文脈で、双方は、日

本による円借款「畜産振興・家畜衛生強化計画」に関する交換公文の署名を歓迎

した。 

３６ 双方は、農業分野における協力の強化、食料安全保障の確保、イノベーシ

ョンに重点を置いた交流分野の多様化、資源の保全、農学分野における交流の促

進、地域における現代的農業の発展を促進するための、地域を含む多国間プラッ

トフォームの継続的な活用に向けたコミットメントを確認した。 

３７ 双方は、農業協力に関する日本・ウズベキスタン共同作業部会の活動再開

を歓迎した。また、双方は、２０２４年６月に開催された農業・食品産業発展フ

ォーラムが、両国間の食料・農業分野におけるビジネスパートナーシップの発展

に貢献したことを高く評価するとともに、文化・食文化交流を通じ二国間関係を

強化する貴重な機会として２０２４年６月に開催された日本食品紹介イベント

を評価した。 

３８ 双方は、農業生産性の向上、植物遺伝資源の保全と利用の分野における研

究機関間の協力、及び様々なビジネスプロジェクトの発展を支持した。 
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３９ 双方は、農業分野における省庁間文書の署名を歓迎した。 

 

物流、運輸及び通信分野において 

４０ 双方は、ＯＤＡを官民の様々な主体を巻き込む触媒としてより戦略的に

活用することで開発効果全体の最大化を目指す日本の取組を歓迎した。この点

に関し、双方は、中央アジア域内外のコネクティビティ強化に向けた「カスピ海

ルート」に関して、この新たなアプローチを通じた協力の促進と拡大で同意した。

双方は、この協力の一環として、世界税関機構（ＷＣＯ）と連携した税関職員に

対する研修の実施を歓迎した。 

４１ 双方は、署名された省庁間文書に例示されているように、運輸・通信分野

における関係当局間の協力を歓迎した。 

４２ 双方は、観光客数を含む旅客輸送量の増加への期待を表明し、観光分野に

おける関係当局間協力文書の署名を歓迎した。 

４３ 双方は、国際コミュニティによる、アフガニスタン国民への緊急重要支援

の運搬能力を強化することにつながる、ウズベキスタン共和国テルメズの地域

人道物流ハブのＵＮＨＣＲ緊急人道対応倉庫グローバルネットワークへの編入

を歓迎した。 

 

災害リスク軽減の分野において 

４４ 双方は、ダム管理に関するワークショップ、ＳＡＴＲＥＰＳを通じたアラ

ル海地域における効率的な水利用と塩害が作物生産性に与える影響に関する国

際共同研究、アラル海地域における気候変動の影響を受けた地域住民への支援、

水資源管理及びダム管理分野における省庁間文書の署名を含む、水資源管理に

関する互恵的な協力を歓迎した。 

４５ 双方は、アジア防災センター（ＡＤＲＣ）及びＪＩＣＡを通じた都市の耐

震性強化を含む防災分野における支援の進展を歓迎した。 

４６ 双方は、災害リスク軽減における国際協力の強化を含む、レジリエンス強

化の重要性や対応・復旧準備の向上に関わる教育・啓発活動を促進するための重

要なイニシアティブとして、ウズベキスタンのイニシアティブにより国連総会

で設立された２０２５年４月２９日の「地震犠牲者を想起する国際日」を高く評

価した。 

 

デジタル協力分野において 

４７ 双方は、人材育成、デジタル人材の訓練、オフショア開発の促進を含むデ

ジタル分野における企業間協力の促進に重点を置き、グリーン・トランスフォー

メーション（ＧＸ）及びデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）等の多様
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な分野における政府間・企業間の連携に向けて協力する。 

４８ 双方は、デジタル分野における人材育成、スタートアップ・エコシステム

の発展、日本のＩｏＴ企業とウズベキスタンのＩＴ人材の橋渡しに関する協力

を継続する。双方は、２０２５年５月のウズベキスタン・ＩＴパーク日本事務所

開設及び２０２５年２月の日本の「ウズベキスタンＩＴミッション」実施を歓迎

した。 

４９ 双方は、持続可能な経済成長の達成と社会的課題の解決に向けた人工知

能（ＡＩ）の可能性を活用するため、安心、安全で信頼できるＡＩのガバナンス

とエコシステムの開発・支援に協力することで一致した。この目的のため、双方

は、日本・中央アジアＡＩ協力パートナーシップの立ち上げを歓迎した。 

 

教育、人材育成、訓練、医療、文化及び人的交流の分野において 

５０ 双方は、女性のエンパワーメント及び女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）に

も寄与する「一村一品（ＯＶＯＰ）」運動に関する協力について一致した。 

５１ ウズベキスタン側は、人材育成奨学金事業（ＪＤＳ）、政策研究大学院大

学、財務省、日本・ＩＭＦアジア奨学金プログラム（ＪＩＳＰＡ）、ＡＤＢ・日

本奨学金プログラム（ＡＤＢ－ＪＳＰ）を通じた継続的な協力を高く評価した。 

５２ ウズベキスタン側は、技術協力プロジェクト「日本式工学教育による高度

産業人材育成」及びウズベキスタン・日本青年技術革新センター（ＵＪＩＣＹ）

研究能力強化プロジェクトにおけるＪＩＣＡとの協力を高く評価した。 

５３ 双方は、ＪＩＣＡボランティアの協力を高く評価した。 

５４ 双方は、高等教育及び科学・イノベーション分野における政府間文書の署

名について歓迎した。 

５５ 双方は、様々な海外科学研究プログラムの実施などを通じ、日本とウズベ

キスタンを結ぶ人的資源の育成で一致した。また、応用科学及び自然科学分野に

おいて、ウズベキスタンにおける国際競争力のある人的資源の育成に関する協

力についても一致した。 

５６ 双方は、より相互に有益かつ意義ある成果を促進するため、起業家の育成

及びスタートアップ企業の創出を支援するべく、人材育成分野における経験と

ノウハウの交換の用意があることを表明した。 

５７ 双方は、ＪＩＣＡ及びウズベキスタン政府が設立したウズベキスタン・日

本人材開発センター（ＵＪＣ）を通じたものを含め、ウズベキスタンにおける中

小企業の振興及び経営安定化に向け、日本側が中小企業支援において蓄積した

人づくりなどの経験・ノウハウを提供し、引き続き相互に協力することで一致し

た。 

５８ 双方は、交流強化を通じてイノベーションを創出し、持続可能な開発目標
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（ＳＤＧｓ）の達成に貢献した大阪・関西万博への成功裡な参加に関する両国の

協力を評価した。双方は、８月１７日のウズベキスタンのナショナルデーの成功

裡の挙行及び万博関連文化行事を開催したことを歓迎した。また、日本はウズベ

キスタンが２０２７年国際園芸博覧会に参加することを歓迎した。 

５９ 双方は、ウズベキスタン日本センター（ＵＪＣ）を含むウズベキスタンの

教育機関における日本語教育の活発な展開、及び国際交流基金がＵＪＣと共同

で実施する日本語講座を歓迎した。 

６０ 双方は、両国の大学間における協力の強化を歓迎した。教育分野における

両国間の協力強化の重要性を踏まえ、ウズベキスタン側はウズベキスタンにお

ける日本の大学の設立へ向けた希望を表明した。 

６１ 双方は、保健分野における政府間・ビジネス対話の発展に特に留意しつつ、

ウズベキスタンの公衆衛生改善における協力分野の拡大で一致した。ウズベキ

スタン側は、日本による４基の移動式医療コンテナの提供に感謝した。双方は更

に、マンモグラフィ装置及び血液製剤関連機器の供与に関する交換公文の署名

を歓迎した。 

６２ 双方は、２０２４年７月１１日に東京で開催されたシンクタンク間協議

を歓迎し、関係機関間の更なる協力への期待を表明した。 

６３ ウズベキスタン側は、法務省研修所による行政法分野での継続的な支援、

人材交流及びＪＩＣＡと共同で日本において実施された研修を高く評価した。 

６３ 双方は、地域間交流に関するイニシアティブを支持し、その更なる活性化

への期待を表明した。 

６４ 双方は、文化交流の一層の強化の重要性を強調し、ウズベキスタン芸術文

化振興財団と日本の博物館との双方の同意の下、大阪民族学博物館（２０２６年）

及び奈良国立博物館（２０２７年）においてウズベキスタンの博物館の所蔵品展

を開催することへの支持を表明した。 

６５ 双方は、日本が資金提供するユネスコ・プロジェクトを通じた能力構築の

拡大や登録支援など、ウズベキスタンの世界遺産を保存・保護するための文化分

野における協力を歓迎し、協力強化を継続することの重要性を再確認した。 

６６ 両国は、ヘルスケア分野における政府間・企業間対話の発展に特に留意し

た、ウズベキスタン国民の公衆衛生改善における協力分野の拡大に一致した。ウ

ズベキスタン側は、日本による４台の移動式医療コンテナの提供を高く評価し

た。 

６７ 双方は、バイオテクノロジー分野における先進的な科学探求を通じた新

規治療法・療法の開発において、両国の強みを活かした科学研究開発分野におけ

る互恵的なパートナーシップの拡大で一致した。 

６８ 双方は、保健分野における更なる協力を追求していくことで一致した。 
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６９ 双方は、教育、科学及び文化交流におけるユネスコの世界的方針を議論す

るとともに、国際協力を強化するための重要な行事として、２０２５年１０月３

０日から１１月１３日までサマルカンドで開催された第４３回ユネスコ総会の

意義を高く評価した。 

 

国際場裏における協力 

７０ 双方は、主権と領土保全の尊重を含む国際法の原則を堅持する重要性を

共有し、国連憲章に基づき、武力による威嚇又は武力の行使が控えられるべきで

あると強調した。 

７１ 日本側は、中央アジア諸国首脳協議会合のプラットフォームが、同地域に

おける肯定的なプロセスの特別な促進力となったことを指摘した。 

７２ この文脈において、双方は、同プラットフォームが、中央アジア諸国が地

域の安定と持続可能な発展の強化における共通の利益の存在及び多国間での互

恵的協力を拡大し、地域協力を深化させる確固たる願望を鮮明に示しているこ

とを強調した。 

７３ 両国は、「中央アジア＋日本」対話・首脳会合共同宣言（東京宣言）に示

されたイニシアティブ及び重点協力分野を更に推進することで一致した。 

７４ 双方は、人間の尊厳を保護・強化し、国連憲章の目的及び原則を堅持する

ことの重要性を確認した。 

７５ シャフカット・ミルジヨーエフ・ウズベキスタン共和国大統領は、自身及

びウズベキスタンの代表団に対する温かい歓迎と歓待について、高市早苗日本

国総理大臣、日本国政府及び日本国民に対する謝意を表明した。ウズベキスタン

側は日本国総理大臣を、双方に都合のよい時期でのウズベキスタン訪問に招待

した。日本側は招待に対して謝意を表明した。 

 

２０２５年１２月２０日、東京において、日本語及びウズベク語で２通署名され

た。 

 

日本国内閣総理大臣 

 

 

 

 

 
 

ウズベキスタン共和国大統領 

 

 

 

高市早苗 シャフカット・ミルジヨーエフ 

 


